
保育課、社協との懇談 

２０１７年９月４日 １６：００～１７：３０ 

 

保育課：臼倉主幹、宗像主査 

社協：隅田局長、野村主幹 

連絡会：土井 

 

 保育課・社協 土井 

掲示物の不

許可につい

て 

・市からの広報などは問題無く掲示できる。 

・団体のお知らせも、特殊な勧誘などの問題が無ければ OK。 

・署名のお願いについては、任意の活動を推奨する事になって

しまうので、NG。 

・あいまいな事、父母の不安をあおる内容はダメ。 

・「指導員の配置に問題がある」との記述はあたらない。社協で

適切に対処している。 

 

 

 

 

 

 

 

・「都合の悪い事」とは言っていない。父母に不安を与える内容

 

 

 

 

 

 

・署名のお願いについてはまあ理解できるが･･･ 

・あいまいな事は書いていない。「可能性がある」とは事実。 

・「不安をあおる」には当たらない。現状の問題を指摘して

いるだけで、知れば当然不安になる事。実際、連絡会の会

議に出席した方が話を聞いて「何とかならないか」と述べ

ているし、それを記事で伝えている。出席していない全て

の父母に伝える事がダメというなら、「市に都合の悪い事

は伝えない」と捉えられるのでは？ 



をなぜ市が伝える必要があるのか？ 

学童祭りの

会場確保の

件 

 

 

・大沼運動公園はスポーツ施設なので、スポーツ振興課が基準

に従って判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

・相談には乗っている。会場使用については規定があるのでで

きない。 

 

・指摘があったわけでは無く、課としてきちんとしようという

事になった。急に変わる事に配慮して、きちんと昨年から通知

し、今年の会場は取っている。 

・なぜスポーツ団体は優先的に取れるのに、学童行事はダ

メなのか。 

 

・では学童保育関係の利用者は誰を頼れば良いのか？ そ

れが保育課では？ 先日、市民参加推進課に相談に行った

ところ、自治会の行事や俳句大会など、文化団体、市民活

動団体で他に担当課が無い団体についてサポートを行っ

ているとの事、放課後児童クラブ関係は保育課が管轄なの

で、「保育課から依頼でもない限りこちらで動くことは出

来ない」と言われた。やはり保育課しか頼るすべは無いの

に、なぜ助けてくれないのか。 

 

・今までやってくれた事を今急に「できない」という事に

なった背景は？ 市全体として、あるいは他部署から指摘

があったのか？ 

 

 

指導員の配

置の問題 

 

・保育士なども不足しており、なかなか採用が追い付かない現

実はあるが、保育課、社協で協議して解決に向けて対策を講じ

ている。現在は全クラブに配置できている。 

 

今年度もそうだが、毎年欠員のクラブが出ていて慢性的な

問題になっている。根本的に改善する必要。 

 

・現場の状況をきちんと把握しているのか？ 年度当初、

武里や豊野、上沖などで混乱と言ってもいい状況があった



・現場の状況は随時確認して把握しており、適切に対処してい

る。一時待ってもらった時期もあったかもしれないが、最終的

にきちんと対応した。 

 

・訴えを聞いて、武里には優先して３人目を配置した。 

 

 

・行政なので、あくまでも条例が優先なのは仕方がない。 

 

 

 

・附則に記述があるので問題は無い。手が足りないところには

パートの加配なども対応している。 

と聞いている。 

 

・７０人のクラブに２人しか配置しない一方で、条例を優

先し、２０人のクラブに２人を配置していたのでは？ 

 

・豊野、上沖は訴えがあったが依然として２人しか配置し

ていない。このアンバランスはおかしくないか？ 

 

・条例を言うなら、規模は「４０名が望ましい」と条例に

あるが、附則に期限の無い猶予が記されているために現実

は改善されていない。やらないなら条例に記す意味が無

い。 

その他 ・福祉団体でないのに、あしすとの会議室利用をするのは NG。 

 

・公民館を使ってください。 

 

・指導員の負担も大きくなっており、研修も減らす事も検討し 

 たい。 

・放課後児童クラブ父母会は福祉団体ではないのか？ 

 それなら、社協が部屋を借りて貸せないのか？ 

 

・春日部の指導員研修に対するサポートは草加などと比較 

 して非常に低レベル。 

・負担低減というなら、配置体制をもっと充実させるべき。 

 


